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【注意事項】

▪ 本資料は、令和２年３月２日現在の情報にて作成をしております。今後、内容

の変更等が行われる可能性があります。あらかじめご了承ください。

▪ 本資料の「改正民法」とは、令和２年４月施行の改正（債権法改正）民法を

指します。

▪ 本資料記載の民法条文は、原則として民法改正後の条文を示しています。

▪ 本資料の「従前書式」とは、従前の「居住用建物／普通賃貸借契約書」

（No.51）を指します。

▪ 本資料記載の「頭書」や「各条文」は、新書式「居住用建物／普通賃貸借契約

書【連帯保証人型】」（No.51-1.）のものを指します。
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１－１．民法改正版 居住用賃貸借契約書の概要

(1) 国土交通省が平成３０年３月に改訂した「賃貸住宅標準契約書」を

ベースに従前の書式から加筆・修正をして作成。

(2) 条文の文言を「である調」（常体）⇒「ですます調」（敬体）へ変更。

(3) 普通賃貸借契約・定期賃貸借契約について３種類ずつ用意

①連帯保証人型 ②家賃債務保証業者型 ③ ①＋②併用型

※実務上③の形式も多いため、全日独自書式として用意

(4) 居住用建物／普通・定期サブリース原賃貸借契約書を全面改訂。

複数の部屋の契約に対応するため、新たに「住戸明細表」を付けました。
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１－１．民法改正版 居住用賃貸借契約書の概要

(5) 居住用建物／定期サブリース原賃貸借契約書について、契約期間中に

借主からの中途解約権、および賃料改定は不可と改訂。

(6) 従前書式「居住用建物／一時使用目的賃貸借契約書」を廃止。

※一時使用目的賃貸借としての要件が厳格であり、誤用や否認される恐れがあるため

⇒今後は「居住用建物／定期賃貸借契約書」を使用してください
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１－２．新書式一覧
▪ （1）51.居住用建物／普通賃貸借契約

→①51-1.居住用建物／普通賃貸借契約【連帯保証人型】

→②51-2.居住用建物／普通賃貸借契約【家賃債務保証業者型】

→③51-3.居住用建物／普通賃貸借契約【連帯保証人および家賃債務保証業

者併用型】

▪ （2）52.居住用建物／定期賃貸借契約

→④52-1.居住用建物／定期賃貸借契約【連帯保証人型】

→⑤52-2.居住用建物／定期賃貸借契約【家賃債務保証業者型】

→⑥52-3.居住用建物／定期賃貸借契約【連帯保証人および家賃債務保証業者併用型】

▪ （3）53.居住用建物／サブリース原賃貸借契約

→⑦53-1.居住用建物／サブリース原賃貸借契約

▪ （4）54.居住用建物／定期サブリース原賃貸借契約

→⑧54-1.居住用建物／定期サブリース原賃貸借契約

▪ （5）55.居住用建物／一時使用目的賃貸借契約

→（廃止、上記④～⑥「居住用建物／定期賃貸借契約」に統合）
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２．居住用賃貸借契約書の主な変更点について

▪ 頭書（1）賃貸借の目的物

賃貸借の目的物の表示を「住戸部分」と「共用部分」、「建物設備」と「附属施設」に分け、

並び順を重要事項説明書と同順に変更

▪ 頭書（3）賃料等

礼金（一時金）の記載欄を追加。賃料等の支払方法欄の整理

（振込先金融機関名・支店名の明記、口座種別のプルダウン化、口座名義人・フリガナ記載欄）
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２．居住用賃貸借契約書の主な変更点について

▪ 頭書（6）連帯保証の極度額

連帯保証の極度額の明示欄の記載（詳細は、後記第19条等へ）。

▪ 頭書（7）更新料に関する事項（従前）

「更新」に関する事項→「更新料」に関する事項に改題しました更新料の有無のチェッ

クボックス欄の追加、更新料有の場合、更新料記載欄を追加。

▪ 署（記）名・押印欄

契約書本書を3通（貸主、借主、連帯保証人）作成し、連帯保証人も本書に署（記）

名・押印。極度額の明示欄を設けた。（詳細は、後記第19条等へ）。
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改正前の民法には、敷金の定義や敷金返還請求権の発生時期についての
規定がありませんでした。



３．条文の変更箇所（第４・５条、第６条）
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▪ 第４条（賃料）、第５条（共益費）

→賃料に関する条文と共益費に関する条文を分離

▪ 第６条（敷金又は保証金）

＜第1項＞

民法改正では、敷金について

「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の

賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に

交付する金銭をいう。」という定義が規定（第622条の2第1項）。

「交付する」

⇒敷金は担保のための「預け金」であり「預託」という表現が好ましい、

⇒ラビーネット新書式では「預託」という表現。

第６条（敷金又は保証金）
第１項 借主は、本契約から生じる債務の担保として、頭書（3）に記載する敷金または保証

金（以下「敷金等」といいます。）を貸主に預託するものとします。（第２～４項省
略）



３．条文の変更箇所（第６条）
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＜第２項＞

敷金は、借主の債務の担保である。

⇒明け渡すまでの間、貸主からは借主の債務の不履行について敷金を債務の弁済に充

てることができるが、借主からは敷金を賃料、共益費その他の支払い債務の弁済に充て

ることを請求できない。（第622条の2第2項）。

第６条（敷金又は保証金）
第２項 貸主は、借主が本契約から生じる債務を履行しないときは、敷金等をその債務の弁済

に充てることができます。この場合において、借主は、本物件を明け渡すまでの間、敷
金等をもって当該債務の弁済に充てることを請求することができません。



３．条文の変更箇所（第６条）
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＜第4項＞

頭書（3）賃料等の「敷金(保証金)」記載欄において「敷引」or「保証金の償却」がある場合

⇒右側の記載欄等にその旨を追記し、さらに「特約条項」にも以下の文言を明記。

【「敷引」もしくは「保証金の償却」がある場合の特約記載例】

第6条第4項前段の定めにかかわらず、貸主は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、
頭書（3）に記載する敷金（保証金）のうち、敷引もしくは償却した後の残額を無利息にて
借主に返還しなければなりません。

第６条（敷金又は保証金）
第３項 借主は、敷金等の返還請求権を第三者に譲渡し、または担保の目的に供してはなり

ません。
第４項 貸主は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金等の全額を無利息にて借

主に返還しなければなりません。ただし、本物件の明渡し時に、賃料・共益費の滞納、
第１７条に規定する原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる借主の
債務の不履行が存在する場合には、貸主は、当該債務の額を敷金等から差し引いた額
を返還するものとします。この場合には、貸主は、敷金等から差し引く債務の額の内
訳を借主に明示しなければなりません。



３．条文の変更箇所（第７条）
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▪ 第７条（反社会的勢力の排除）

＜第１項＞

反社会的勢力ではない確約について、貸主、借主のほか連帯保証人も含める。

＜第２項＞

反社会的勢力への賃借権譲渡や転貸を禁止している。

⇒譲受人や転借人が反社会的勢力であるとは知らずに、貸主が承諾した場合でも禁止

されることを明確にするため、貸主の承諾の有無にかかわらず禁止するものとして規定。

第７条（反社会的勢力の排除）
第１項 貸主、借主及び連帯保証人はそれぞれの相手方に対し、次の各号の事項を確約し
ます
第２項 借主は、貸主の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部または一部につき、反社

会的勢力に賃借権を譲渡し、または転貸してはなりません。
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改正前の民法には、どのような場合に賃借人が自分で修繕をすることが
できるかを定めた規定はありませんでした。

※ 法務省 賃貸借契約に関するルールの見直し ホームページ引用



３．条文の変更箇所（第９条）
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▪ 第９条（契約期間中の修繕）

＜第１項＞

賃貸借の目的物に係る修繕は、全て貸主が実施の義務を負います（従前民法第606条第

1項）。ただし、民法上は賃借人の帰責事由による修繕は、賃貸人の修繕義務の範囲から

除いています（第606条第1項ただし書）。実際の建物の管理を行う上では、修繕の実施

主体を全て貸主として、借主の帰責事由による修繕について、費用負担を借主に求める方

が合理的であると考えられます。

⇒修繕は原則として貸主が実施主体となり費用を負担することとし、修繕の原因が借主の帰

責事由によるものである場合には、貸主が修繕を実施し、借主が費用を負担することとしてい

る。

第９条（契約期間中の修繕）
第１項 貸主は、借主が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければなりません。

この場合の修繕に要する費用については、借主の責めに帰すべき事由により必要と
なったものは借主が負担し、その他のものは貸主が負担するものとします。



３．条文の変更箇所（第９条）
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▪ 第９条（契約期間中の修繕）

＜第４項＞

改正民法で、①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を

知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、②急迫の事情が

あるときには、賃借人による修繕が可能であることが規定された（第607条の2）。

⇒修繕の必要が認められるにもかかわらず、貸主が正当な理由なく修繕を実施しない場合や、

急迫の事情があるときには、借主が自ら修繕できることを定めるとともに、その場合の費用負

担（第1項と同様）について示している。

第９条（契約期間中の修繕）
第４項 前項の規定による通知が行われた場合において、修繕の必要が認められるにもか

かわらず、貸主が正当な理由なく修繕を実施しないとき、または本物件に急迫の事
情があるときは、借主は自ら修繕を行うことができます。この場合の修繕に要する
費用については、第1項に準ずるものとします。



３．条文の変更箇所（第９条）

（公社）全日本不動産協会 流通推進委員会 19

▪ 第９条（契約期間中の修繕）

＜第５項＞

借主自らが行うことができる別表第4に掲げる修繕について、従前書式では以下の規定。

⇒従前書式よりも新書式の方が、より「軽微な修繕」事項とされているため要注意。

第９条（契約期間中の修繕）
第５項 第1項の定めにかかわらず、借主は、別表第4に掲げる修繕については、自らの責

任において行うこととし、この修繕に要する費用は借主が負担するものとします。
また、借主が、この修繕を行う場合には、貸主への通知および貸主の承諾を要しま
せん。

【別表第4】（項目のみ）
・ヒューズの取替え ・蛇口のパッキン、コマの取替え ・風呂場のゴム栓、鎖の取替え
・電球、蛍光灯の取替え ・その他費用が軽微な修繕

（従前書式の別表第4）

・畳表の取替え、裏返し ・ヒューズの取替え ・障子紙の張替え ・給水栓の取替え
・ふすま紙の張替え ・排水栓の取替え ・電球、蛍光灯、LED照明の取替え
・その他費用が軽微な修繕

○今後、検証が必要な事項
借主が自ら行うことができる修繕（軽微な修繕）とはどこまで含まれるのか？
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３．条文の変更箇所（第１０条）

（公社）全日本不動産協会 流通推進委員会 21

▪ 第１０条（保険の加入）

＜第４項＞

借主負担により、貸主指定の保険金額の借家人賠償責任特約付き火災保険等の加入と、

その保険証券の写しの貸主提出を新たに義務付け。

また、契約期間中の保険の更新と保険証券の写しの貸主への提出も同様とした。

第１０条（保険の加入）
借主は、本契約存続中、借主の負担により、貸主が指定した保険金額の借家人賠償責任

特約付き火災保険等に加入し、その保険証券の写しを貸主に提出するものとします。
第２項 借主は、本契約が存続している限り、前項の保険を必ず更新しなければならない
ものとし、更新後遅滞なく保険証券の写しを貸主に提出するものとします。



３．条文の変更箇所（第１１条）
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▪ 第１１条（契約の解除）

＜第3項＞

改正民法で、契約総則において、債務者の履行拒絶の明確な意思表示のある場合や、催告をしても

契約目的達成に足りる履行の見込みがないことが明らかな場合等に無催告解除ができることが規定した。

（第542条第1項）。

第１１条（契約の解除）
第３項 貸主または借主の一方について、第7条第1項各号の確約に反する事実が判明した

場合ないしは本契約締結後に第7条第1項の確約に反する事由が生じた場合、または
契約締結後に自らまたはその役員が反社会的勢力に該当した場合、その相手方は、
何らの催告も要せずして、本契約を直ちに解除することができます。なお、この場
合契約を解除された側は、本契約の解除による損害の賠償を請求することはできま
せん。



３．条文の変更箇所（第１１条）
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▪ 第１１条（契約の解除）

＜第4項＞

○賃貸借契約における無催告解除についての判例

賃貸借契約において、賃料の長期不払い、賃借物の損壊等、賃借人の義務違反の程度が甚だしく、

賃貸借契約の継続を著しく困難にするような背信行為があった場合に、無催告解除を認めている

（最判昭和47年2月18日民集26巻1号63頁、最判昭和49年4月26日民集28巻3号467頁等。い

わゆる「信頼関係破壊の法理」）。

第１１条（契約の解除）
第４項 貸主は、借主が第7条第2項および第8条第1項に規定する義務に反した場合、また

は同条第3項中別表第1第八号から第十一号に掲げる行為を行った場合は、何らの催
告も要せずして、本契約を直ちに解除することができます。なお、この場合、借主
は本契約の解除による損害の賠償を請求することはできません。



※必ず重説と契約書はセットで説明

３．条文の変更箇所（第１１条）
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▪ 第１１条（契約の解除）

【※重要事項説明書Ⅱ-2.契約の解除に関する事項（P6～7） について

賃貸借契約書における契約の解除規定（第11条）の事項が多いため、重要事項説明

書「Ⅱ-2.契約の解除に関する事項」のうち、第2項の「催告解除」規定（第541条関係）

については、賃貸借契約書（案）を参照と明記。

⇒重要事項説明書の「Ⅳ 添付書類」（P9）の一番目に、「居住用建物賃貸借契約書

（案）」と記載してあるためで、重要事項説明書には賃貸借契約書（案）を添付し、該

当箇所（第１１条）の説明が必要。

※重要事項説明時には賃貸借契約締結前のため（案）としている
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▪ 第１３条（一部滅失等による賃料等の減額等）

＜第１項＞

賃借物の一部が賃借人の帰責事由によらずに滅失等をした場合の賃料の減額について

従前：「請求することができる」

新 ：「（賃料は）減額される」（第611条第1項）。

ただし、一部滅失の程度や減額割合については、判例等の蓄積による明確な基準がないこと、

紛争防止の観点からも、一部滅失があった場合には、借主が貸主に通知し、賃料について協議

をすることとなる。

⇒適正な減額割合や減額期間、減額の方法（賃料設定は変えずに一定の期間一部免除と

するのか、賃料設定そのものの変更とするのか）等を協議し、合意の上、決定することが望ましい。

第１３条（一部滅失等による賃料等の減額等）
本物件の一部が滅失その他の事由により使用および収益できなくなった場合において、

それが借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使
用および収益できなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとします。この場合に
おいて、貸主および借主は、減額の程度、期間その他必要な事項について協議するものと
します。
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▪ 第１３条（一部滅失等による賃料等の減額等）

＜第２項＞

本物件の一部が滅失等により使用できなくなった場合に、残存する部分のみでは賃借の目

的を達成できないときは、借主の解除権を認める（第611条第2項）。

⇒借主に帰責事由がある場合でも解除は認められる。解除に関しては、借主が賃借した目

的を達することができない以上、借主の無責かどうかを問わず、借主による解除を認めるべき

である。

そのため、改正後の民法では解除要件から「賃借人の無過失」を外している。

なお、これにより貸主が損害を受けることも考えられるが、貸主の損害については、借主有責

の場合には、貸主から借主に対する損害賠償請求によって対処。

（法制審議会民法（債権関係）部会資料69Aより）。

第１３条（一部滅失等による賃料等の減額等）
第２項 本物件の一部が滅失その他の事由により使用および収益できなくなった場合にお

いて、残存する部分のみでは借主が賃借した目的を達することができないときは、
借主は、本契約を解除することができます。
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○今後、検証が必要な事項

一部滅失等による賃料等の減額の算定方法について

参考資料
「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集（賃借物の一部使用不能による賃料の減
額等について、平成30年3月賃貸借トラブルに係る相談対応研究会）」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html
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（公社）全日本不動産協会 流通推進委員会 28

▪ 第１４条（契約の終了）

▪

改正民法で、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなく

なった場合には、賃貸借が終了することが規定。（第616条の2）。

賃借物の全部使用不能は賃貸借の当然終了事由とされた。

「滅失その他の事由」に具体的な例示や定めは特段必要ないが、不動産取引の場面におい

ては、具体的な例示を明記したほうが借主にとってより分かりやすい。

⇒ラビーネット新書式では「天災、地変、火災等による滅失、あるいは都市計画事業等によ

る収容若しくは使用制限」という具体的な文言を付け加えた。

第１４条（契約の終了）
本契約は、本物件の全部が天災、地変、火災等による滅失、あるいは都市計画事業等に
よる収用若しくは使用制限その他の事由により使用および収益できなくなった場合には、
当然に終了します。
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▪ 第１６条（明渡し）

▪

借主が契約終了時に明渡しを遅延した場合には、月額賃料＋共益費の倍額に相当する額

をペナルティ（遅延損害金）規定として追加。

第１６条（明渡し）
第３項 本契約終了と同時に、借主が本物件を明け渡さないときは、借主は契約終了の翌

日から明け渡しが完了する日まで、月額賃料および共益費の倍額に相当する額を損
害金として貸主に支払うものとします。
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▪ 第１７条（明渡し時の原状回復）

▪

＜第１項＞

改正民法において、賃借人の原状回復義務が規定された（第621条）が、判例法理を明

文化したものであり、実質的な変更はない。

なお、借主の故意・過失、善管注意義務違反等により生じた損耗は、借主に原状回復義

務が発生することとなる。

しかし、その際に借主が負担すべき費用は、修繕等の費用の全額を借主が当然に負担する

ことにはならず、経年変化・通常損耗が必ず前提となっている。

よって建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させることとする

のが適当。

（「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（再改定版）」（平成23年8月）P12）。

借主は、本物件の明渡しに際し、造作・設置物および所有または保管する物品の一切を
撤去した上で、通常の使用にともない生じた本物件の損耗および本物件の経年変化を除き、
本物件を原状回復しなければなりません。ただし、借主の責めに帰することができない事
由により生じたものについては、原状回復を要しません。
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▪ 第１７条（明渡し時の原状回復）

▪

＜第３項＞

従前書式「借主はその所有権を放棄することとし」→ラビーネット新書式では「借主はその所

有権を放棄したものとみなし」に修正した。

「放棄することとし」では、借主に改めて所有権放棄させなければならないですが、「みなし」と

することによりその必要がなくなるため。

なお、いわゆる「自力救済（法律の手続きによらず実力行使をもって権利を実現すること）

の禁止」の考え方は原則通り。

※条文上「抑止力」効果を狙ったものである。

第３項 本物件の明渡し時において、借主が本物件内に残置した物品については、借主は
その所有権を放棄したものとみなして、貸主はその物品を処分することができるこ
ととし、その費用については借主の負担とします。
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▪ 第１８条（立入り）

従前書式（第15条第3項）にあった「下見承認条項」は、借主の基本的な権利である賃

借権の保護に対する強い制限規定である

⇒削除。

【参考】
従前契約書 第１５条 （立入り）
第３項 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者または本物件を譲り受けよ

うとする者が下見をするときは、貸主および下見をする者は、あらかじめ借主の
承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
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▪ 第２１条 （管轄裁判所）

管轄裁判所の扱いの変更

従前：本契約に関する訴訟の管轄裁判所は、本物件所在地の管轄裁判所とする。

新 ：本契約から生ずる権利義務について紛争が生じたときは、本物件所在地の地方裁

判所または簡易裁判所を合意管轄裁判所とします。

なお、「専属的合意管轄裁判所」とすることも検討したが、「その管轄裁判所以外の裁判所」

では提起等できないこととなるため、標記の記載となった。

第２１条（管轄裁判所）
本契約から生ずる権利義務について紛争が生じたときは、本物件所在地の地方裁判所また

は簡易裁判所を合意管轄裁判所とします。
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【署（記）名・押印欄の変更について】

下記貸主と借主は、本物件について賃貸借契約を締結し、また貸主と連帯保証人は、借主
の債務について連帯保証契約を締結したことを証するため、本契約書3通を作成し、貸主、
借主、および連帯保証人署（記）名押印の上、各自その1通を保有します。
（連帯保証人署（記）名・押印欄に続けて「極度額の明示」欄、および「※連帯保証人が
法人の場合には明記しません」と明記済）
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▪ 第１９条 第２項

▪

＜署（記）名・押印欄 ・ 第2項＞

従前民法第446条第2項において「保証契約は書面でしなければその効力を生じない」と規定。

○「保証契約は書面で」の要件を満たすために・・・

署（記）名・押印欄に「貸主と連帯保証人は、借主の債務について連帯保証契約を締結したことを

証する」と「保証契約の締結」を明記し、契約書本書を３通（貸主、借主、連帯保証人）作成。

従前書式（エクセル、システム）で別シートとなっていた「614-1. 連帯保証人確約書（居住用建物

賃貸借用）」を連結シートから除外。（同書式は単独で存在。使用方法については後記【第19条

（連帯保証人）と「614-1. 連帯保証人確約書（居住用建物賃貸借用）」について】を参照）

このほか、連帯保証人は、契約書に「実印」を押印するとともに、貸主に対して印鑑登録証明書（発

行日が本契約締結前3ヶ月以内のもの。）を1通提出が必要。

第１９条（連帯保証人）
第２項 連帯保証人は本契約書に実印を押印するとともに、貸主に対して、印鑑登録証明

書（発行日が本契約締結前3ヶ月以内のもの。）を1通提出するものとします。



４．連帯保証人について（第１９条）

（公社）全日本不動産協会 流通推進委員会 37

▪ 第１９条 第１項

▪

賃貸借契約の更新があった場合、特段の事情がない限り連帯保証契約の効力が及ぶと解さ

れています（最判平成9年11月13日集民（最高裁判所裁判集民事）第186号105頁）た

め、保証契約の効果は更新後も及ぶこととしています。この点に関して、紛争防止の観点から、

賃貸借契約が更新された場合には、貸主は連帯保証人への通知に努めることが望ましいと考

えられます。

第１９条 （連帯保証人）
連帯保証人は、借主と連帯して、本契約から生じる借主の債務を保証するものとします。

本契約が、更新された場合も同様とします。



４．連帯保証人について（第１９条）
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【頭書（6）連帯保証の極度額】

極度額の記載
連帯保証人が法人の場合：「本契約は連帯保証人が法人のため極度額は定めません」
（プルダウンにより選択）
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▪ 第１９条 第３項

＜頭書6 ・ 第3項＞

連帯保証人が負担する限度額を極度額として定め、頭書及び署（記）名・押印欄に記載すること

で、契約の一覧性を確保しつつ連帯保証人が極度額を契約時に認識できるようにした。

民法改正で、個人の保証人は極度額を限度として責任を負うこと（第465条の2第1項）、また極度

額の定めのない保証契約は無効となること（第465条の2第2項）が規定。

※極度額とは保証の限度額

個人が賃貸借の保証人となる場合、極度額の範囲内で保証債務を負い、極度額の定めのない保証

契約は無効となる。

⇒極度額の明記方法は、具体的な極度額がわかるように明記が必要。

（ 「○○○円」、「契約時の月額賃料の○ヶ月相当分」等、 ）

なお、極度額は賃料の増減があっても変更されず、契約時の額が適用。また、法人が連帯保証人と

なる場合には、極度額の定めは必要ないため、全日では極度額を定めない。

第１９条 連帯保証人が個人の場合に限り、前項の連帯保証人の債務の負担について、頭書（6）お
よび記名押印欄に記載する極度額を限度とします。



４．連帯保証人について（第１９条）

（公社）全日本不動産協会 流通推進委員会 40

○今後、検証が必要な事項

第3項 極度額はどのように定めるのか？

参考資料
「極度額に関する参考資料（連帯保証人関係、平成30年3月30日国土交通省住宅
局住宅総合整備課資料）」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html
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▪ 第１９条 第４項

連帯保証人が負担する債務の元本は、借主又は連帯保証人が死亡したときに確定することとして

いる。

改正民法で、

①債権者が保証人の財産について金銭の支払いを目的とする債権について強制執行又は担保権

の実行を申し立て、かつ、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったとき、

②保証人が破産手続開始の決定を受けたとき、

③主たる債務者又は保証人が死亡したとき、

が元本確定事由になることが規定された（第465条の4第1項）。

⇒ラビーネット新書式においても、元本確定事由があることを明確化するために、確認的に記載して

いる。なお、ラビーネット新書式では上記③のみを規定していますが、①および②の事由を排除する趣

旨ではない。

第１９条 （連帯保証人）
第４項 連帯保証人が個人の場合に限り、連帯保証人が負担する債務の元本は、借主または

連帯保証人が死亡したときに、確定するものとします。
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▪ 第１９条 第５項

改正民法で、保証人の請求があった場合、債権者に対して債務の額や履行状況等についての情報

提供義務が課されることが規定（第458条の2）。

⇒連帯保証人が借主の委託を受けて連帯保証人になった場合、連帯保証人から貸主に対して賃

料等の支払状況や滞納額等に関する問い合わせがあった時には、貸主からの情報提供義務がある

と定めている。

なお、貸主からの情報提供は、書面又は電子メール等の電磁的記録によって行うことが望ましい。

第１９条 （連帯保証人）

第５項 貸主は、連帯保証人の請求があった時は、遅滞なく次に掲げる事項関する

情報を提供しなければなりません。

一 賃料、共益費及び本契約に関する一切の金銭債務の情報

二 第一号に関する違約金、損害賠償、その他第一号の債務についての不履行の

有無とその額

三 第一号に関する費用のうち弁済期が到来しているものの額
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▪ 第１９条 第７項

▪

連帯保証人の住所、連絡先等に変更があったときには、借主は直ちに貸主へ通知する規定を

定めた。

第１９条 （連帯保証人）
第７項 借主は、連帯保証人の住所、連絡先等に変更があったときは、直ちに貸主に通知す

るものとします。
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▪ 第19条（連帯保証人）と「614-1. 連帯保証人確約書」について

前述のとおり、ラビーネット新書式では「614-1. 連帯保証

人確約書（居住用建物賃貸借用）」を連結シートから

除外。

しかし、連帯保証人が遠隔地に住んでいる等のために、

「連帯保証人確約書」を使用してやり取りする場合がある。

その際には、同確約書を引き続き使用すること可能。

使用方法が大きく変更となったため、要注意！

詳細については、書式内に記載いたしますので、必ずご

確認の上ご利用ください。
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○今後、検証が必要な事項

借主死亡後に生じた債務について保証人の責任範囲（元本）に含まれな
いが、具体的な保証人の責任の範囲が事案や解釈による差分がある可能
性はないか？

今後、裁判で否認される可能性はないか？

第１９条 （連帯保証人）
第４項 連帯保証人が個人の場合に限り、連帯保証人が負担する債務の元本は、借主または

連帯保証人が死亡したときに、確定するものとします。
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◆ 更新に関して

◆ 賃貸借契約・保証契約に関して

５．その他（賃貸借契約・更新について）

令和２年３月３１日までに締結される契約については、
現行民法版・新民法版どちらでも可



５．その他（賃貸借契約・更新について）
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▪ 【従前契約（令和２年4月以前に普通賃貸借契約をした）の更新について】

ラビーネット書式では令和２年4月からの書式はすべて新民法対応の書式に変更。

（従前書式の提供は令和２年3月下旬まで）

従前契約（令和２年4月以前に普通賃貸借契約を締結したもの）で、令和２年4月以降に

更新時期を迎える契約について、更新書類としてラビーネット書式を利用する場合には、契約

条項等が大幅に変更となるため要注意。

また、更新に際しては連帯保証人へもその旨の通知・確認・承諾を得た上で保証契約を再締

結する。なお、個人の連帯保証人との間で保証契約を再締結する際には、連帯保証の極度

額を必ず設定・明記。（極度額を明記しないと保証契約自体が無効）

全日では、トラブル防止の観点から

全ての更新の場合において、新書式の契約書を使用して、賃貸借契約・

連帯保証人との保証契約を新たに結ぶことを強くお勧めします。
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◆ 売買契約に関して

５．その他（売買契約について）

○売買契約書については、現行民法と改正民法で、「瑕疵担保責任」及び「契約

不適合」の効果が大きく異なるため、誤った時期に使用するとトラブルになる可能性

がありますので十分ご注意ください。

・令和２年３月３１日までに締結する契約 ⇒ 現行民法版

・令和２年４月１日以降に締結する契約 ⇒ 改正民法版

★売買契約書については、現行民法の期間中（令和２年３月３１日まで）に

改正民法版を使用しないようお願い致します。



５．その他（今後のスケジュール）

○居住用賃貸借契約書

▪ クラウド版リリース：令和元年１２月２９日 リリース済み

○売買契約書、事業用賃貸借契約書

▪ クラウド版リリース：令和２年３月下旬予定

※上記スケジュールは都合により変更となる場合があります。
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